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 （趣旨） 
第１条 この規程は，国立大学法人岡山大学管理学則（平成１６年岡大学則第１号。及び 

岡山大学学則（平成１６年岡大学則第２号。以下「学則」という。）の規定に基づき， 

岡山大学医学部（以下「本学部」という。）に関し，必要な事項を定めるものとする。  
 （本学部の目的）  
第２条 本学部は，医の倫理に徹し，科学的思考法と高度の医学的知識を体得し，社会的 

信頼を得るに足る臨床医及び医学研究者を養成すること並びに高い臨床能力を持つ医療 

技術者及び医療技術科学の研究者を養成することを教育目的とし，もって人類の健康と 

福祉に貢献することを使命とする。 
 （自己評価等）   
第３条 本学部は，本学部に係る点検及び評価（以下「自己評価」という。）を行い，そ 

の結果を公表する。  
２ 前項の自己評価については，岡山大学（以下「本学」という。）の職員以外の者によ 

る検証を受けるよう努めるものとする。   
３ 自己評価に関し必要な事項は，別に定める。   
 （教育研究等の状況の公表）  
第４条 本学部は，教育内容及び組織運営の状況等について，定期的に公表する。  
 （組織的研修等）  
第５条 本学部は，教員の教育内容及び教育方法の改善を図るため，組織的な研究及び研 

修を実施するものとする。    
 （学科及び専攻） 
第６条 本学部に次の学科を置く。  
 医学科     
 保健学科    
２ 保健学科に次の専攻を置く。   
 看護学専攻  
 放射線技術科学専攻   
 検査技術科学専攻 
 （副学部長）  
第７条 本学部に副学部長を置く。     
２ 副学部長に関し必要な事項は，別に定める。     
 （学科長） 
第８条 本学部各学科に学科長を置く。 
２ 学科長に関し，必要な事項は，別に定める。 
  （教授会） 
第９条 本学部に，岡山大学医学部教授会（以下「教授会」という。）を置く。 
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２ 教授会に関し，必要な事項は，別に定める。  
 （教育課程の編成方法等）                                                            
第１０条 本学部の教育課程は，教養教育科目及び専門教育科目により編成する。 
２ 教養教育科目の授業科目名等は，別表第１のとおりとする。   
３ 専門教育科目の授業科目名等は，医学科にあっては別表第２，保健学科にあっては別

表第３のとおりとする。   
４ 前項の規定にかかわらず，必要あるときは，教授会の議を経て，特別の授業科目を開

設することがある。   
 （履修方法及び上限単位等）   
第１１条 医学科の学生は，学年の始めの定められた期日までに，その年度に履修しよう 

とする授業科目（専門教育科目の必修科目を除く。）を学部長に届け出て承認を受けな 

ければならない。ただし，後期において開講する授業科目については，後期の始めに追 

加又は変更を認めることがある。  
２ 医学科の学生が，学年の中途において開講する授業科目を履修しようとするときは， 

別に定める期日までに学部長に届け出て承認を受けなければならない。 
３ 保健学科の学生は，学年の始めの定められた期日までに，その年度に履修しようとす 

る授業科目を学部長に届け出て承認を受けなければならない。ただし，後期において開 

講する授業科目については，後期の始めに追加又は変更を認めることがある。   
第１２条 学則第８条第２項の規定に基づき学生が１年間に履修科目として登録できる教 

養教育科目の単位数の上限は，次のとおりとする。   
    医 学 科  ３９単位   
    保健学科  ３０単位   
 （授業の方法）  
第１３条 本学部の授業は，講義，演習，実験及び実習により行う。  
２ 学部長は，文部科学大臣が別に定めるところにより，前項の授業を，多様なメディア 

を高度に利用して，当該授業を行う教室以外の場所で履修させることができる。  
３ 学部長は，第１項の授業を，外国において履修させることができる。前項の規定によ 

り，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる 

場合についても，同様とする。  
４ 学部長は，文部科学大臣が別に定めるところにより，第１項の授業の一部を，校舎及 

び附属施設以外の場所で行うことができる。  
 （単位の計算方法）    
第１４条 医学科の授業科目の単位の計算方法については，次の基準によるものとする。 
 一 講義については，１５時間の授業をもって１単位とする。   
 二 演習については，３０時間の授業をもって１単位とする。   
 三 実験については，４５時間の授業をもって１単位とする。   
 四 実習については，３０時間又は４５時間の授業をもって１単位とする。 
２ 保健学科の授業科目の単位の計算方法については，次の基準によるものとする。  
 一 講義及び演習については，１５時間又は３０時間の授業をもって１単位とする。 
 二 実験及び実習については，３０時間又は４５時間の授業をもって１単位とする。 
 （受験資格）  
第１５条 学生は，各科目につき所定の期間講義，演習，実験及び実習に出席しなければ， 

試験を受けることができない。  
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 （受験の順序）  
第１６条 医学科の学生は，基礎医学の試験に合格しなければ，臨床医学の最終試験を受 

けることができない。   
 （成績評価基準）  
第１７条 学則第１２条の規定に基づき，各授業における授業の方法及び計画並びに成績 

評価基準については，講義要覧等により学年の始めに公表する。  
 （単位の認定及び成績の判定）  
第１８条 単位の認定は，前条に規定する成績評価基準に照らし，試験の成績等により授 

業担当教員が行う。  
２ 成績の評価は，岡山大学学則による。 
 （他学部における授業科目の履修） 
第１９条 本学の他の学部の授業科目を履修しようとするときは，学部長を経て，当該学 

部長に願い出て許可を受けなければならない。 
２ 本学部が教育上有益と認めるときは，前項の規定により履修した授業科目について修 

得した単位を，卒業の要件となる単位として認定することができる。 
 （他の大学の授業科目の履修）  
第２０条 本学部が教育上有益と認めるときは，本学部の学生に他の大学（外国の大学を 

含む。）の授業科目を当該大学との協議に基づき履修させることがある。 
２ 前項の履修を希望する学生は，学部長に願い出て許可を受けなければならない。 
３ 前２項の規定により履修した授業科目について修得した単位は，６０単位を超えない 

範囲で，本学部における授業科目の履修により修得したものとみなし，単位を認定する 

ことができる。   
４ 前項の単位の認定は，当該大学の交付する成績証明書等により教授会が行う。  
 （他の大学以外の教育施設等における学修）   
第２１条 本学部が教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の 

専攻科における学修その他大学設置基準第２９条に基づき文部科学大臣が定める学修を， 

前条の規定により認定する単位数と合わせて６０単位を超えない範囲で，本学部におけ 

る授業科目の履修とみなし，単位を授与することができる。    
２ 前項の単位の授与は，当該学修に係る成績証明書等により教授会が行う。 
 （入学前の既修得単位等の認定） 
第２２条 本学部が教育上有益と認めるときは，学生が本学部に入学する前に，本学又は 

他の大学（外国の大学を含む。）若しくは短期大学（外国の短期大学を含む。）で履修 

した授業科目について修得した単位（大学設置基準第３１条に定める科目等履修生とし 

て修得した単位を含む。）を，本学部に入学した後の本学部における授業科目の履修に 

より修得したものとみなし，単位を認定することができる。  
２ 本学部が教育上有益と認めるときは，学生が本学部に入学する前に行った前条第１項 

に規定する学修を，本学部における授業科目の履修とみなし，単位を授与することがで 

きる。  
３ 前２項の規定により，認定又は授与することのできる単位数は，転学等の場合を除き， 

本学おいて修得した単位以外のものについては，前２条により本学部において修得した 

とみなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。    
４ 第１項及び第２項の単位の認定又は授与は，当該大学等の交付する成績証明書等によ 
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り，教授会が行う。  
 （試験及び履修等に関する規程）  
第２３条 この規程に定めるもののほか，試験，履修等に関し必要な事項は，別に定める。 
 （第３年次編入学） 
第２４条 学則第２５条の規定により３年次に編入学した者の在学すべき期間は，学則第 

４条に規定する修業年限から２年を控除した年数とする。  
２ ３年次に編入学した者の在学期間は，前項の在学すべき期間の２倍の年数を超えるこ 

とができない。  
 （転学及び転学部等）  
第２５条 学則第２９条第１項の規定により，保健学科に転学部又は転学科（以下「転学 

部等」という。）を志願する者がある場合は，選考の上，転学部等を許可することがあ 

る。 
２ 保健学科の学生で，他の専攻に転専攻を志願する者がある場合は，選考の上，転専攻 

を許可することがある。 
３ 他の大学又は本学の他の学部に転学又は転学部を希望する者は，学部長に願い出てそ 

の許可を得なければならない。     
４ 新たに入学を志願する者の例によって本学の他の学部又は本学部の他の学科若しくは 

他の専攻に入学を志願する場合は，在学のままでよい。ただし，学部長の許可書を出願 

の際願書に添えなければならない。   
 （在学期間の通算）  
第２６条 前条の規定により転学部等を許可された者の在学期間の通算の認定は，教授会 

において行う。  
 （願による退学） 
第２７条 学生が疾病その他やむを得ない事情により退学しようとするときは，所定の書 

式でその旨を学部長を通して学長に願い出て，学長の許可を受けなければならない。 
２ 学部長は，学生の学業成績が著しく不振であると認める場合は，教授会の議を経て， 

当該学生に対して退学を勧告することができる。 
 （卒業の要件）  
第２８条 卒業の要件は，本学部の医学科にあっては６年以上在学し，別表第１及び別表 

第２に掲げる授業科目の中から別表第４に定める単位数を，保健学科にあっては４年以 

上在学し，別表第１及び別表第３に掲げる授業科目の中から別表第４に定める単位数を 

修得するものとする。 
２ 第３年次に編入学した者については，別に定める。  
 （科目等履修生）  
第２９条 本学の学生以外の者で，本学部の授業科目の履修を志願する者があるときは， 

教授会の議を経て，科目等履修生として入学を許可することがある。  
２ 科目等履修生の取扱いについては，別に定める。 
 （特別聴講学生） 
第３０条 他の大学（外国の大学を含む。）の学生で本学部の特別聴講学生を志願する者 

があるときは，本学部の授業及び研究に支障のない限り，当該大学との協議に基づき， 

これを許可することがある。 
 （研究生）   
第３１条 本学部の授業担当教員の指導を受けて，特定の事項について研究しようとする 
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者があるときは，研究生として入学を許可することがある。  
２ 研究生として入学を許可することができる者は，次の各号の一に該当する者でなけれ 

ばならない。 
 一 大学卒業者又は医学専門学校卒業者  
 二 授業担当教員が前号と同等以上の学力があると認めた者  
第３２条 研究生の入学の時期は，毎月１日とする。  
２ 研究生を志願する者は，所定の願書を授業担当教員を経て学部長に提出しなければな 

らない。  
第３３条 研究生の在学期間は，１年以内とする。ただし，引き続き研究を必要とする者 

には，本人の願い出により在学期間の延長を許可することがある。  
 （研究費） 
第３４条 研究生の研究に要する費用は，教室の設備に附帯するもののほか，すべて自費 

とする。ただし，場合により特に研究材料を支給することがある。 
 （雑則） 
第３５条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は教授会の議を経て定める。 
 
   附 則 
１ この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 
２ 平成１５年度以前の入学者については，岡山大学医学部規程等を廃止する規程（平成 

１６年岡大医規程第２号）により廃止された岡山大学医学部規程（平成７年岡山大学医 

学部規程第１号）の例による。  
   附 則 
 この規程は，平成１６年７月１３日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。 
   附 則 
１ この規程は，平成１７年４月１日から施行する。 
２ 改正後の別表第２及び別表第４の規定にかかわらず，平成１６年度以前の入学者につ

 いては，なお従前の例による。 
３ 改正後の別表第３の規定にかかわらず，平成１６年度以前の入学者については，所属 

専攻の履修指導により，所定の科目を履修しその単位を修得するものとする。 
   附 則 
１ この規程は，平成１８年４月１日から施行する。 
２ 改正後の別表第１及び別表第３の規定にかかわらず，平成１７年度以前の入学者につ 

いては，なお従前の例による。 

   附 則 
１ この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 
２ 改正後の別表第１の規定にかかわらず，平成１８年度以前の入学者については，なお 

従前の例による。 
   附 則 
１ この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規定にかかわらず，平成１９年度以前の入学者については，なお従前の例に 

よる。 

３ 前項の規定にかかわらず，改正後の別表第２の授業科目名は，平成１９年度以前の入 

学者についても適用する。ただし，本改正以前に単位を修得した授業科目名については，



なお従前の例による。 

   附 則 
１ この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規定にかかわらず，平成２０年度以前の入学者については，なお従前の例に 

よる。 

３ 前項の規定にかかわらず，改正後の別表第２の授業科目名は，平成２０年度以前の入 

学者についても適用する。ただし，本改正以前に単位を修得した授業科目名及び卒業要

件については，なお従前の例による。 
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